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年
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（
質
問
の 

二
七
） 

答

弁

第

二

七

号 

   

衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
提
出
タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
八
第
二
七
号 

昭
和
五
十
八
年
六
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
福 
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一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
提
出
タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
基
準
」
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
基
発
第
六
百
四
十

二
号
通
達
。
以
下
「
改
善
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
策
定
し
た
「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等

の
改
善
基
準
」
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
九
日
付
け
基
発
第
百
三
十
九
号
通
達
）
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
よ
り

一
層
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

改
善
基
準
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
て
お
り
、
労

働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
そ
の
趣
旨
の
徹
底
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

改
善
基
準
を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
実
態
が
一
部
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の 



二
に
つ
い
て 

(一 ) 

タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
賃
金
、
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
を
他
産
業
労
働
者
の
そ
れ
と
厳
密
に
比
較
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
に
よ
り
、
企
業
規
模
十
人
以
上
の
事
業
場
に
就
労
す
る
男

子
タ
ク
シ
ー
運
転
者
に
係
る
平
均
値
と
同
じ
く
産
業
計
の
男
子
労
働
者
に
係
る
平
均
値
を
単
純
に
比
較
す
れ

ば
、
年
間
賃
金
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
約
五
十
五
万
円
、
昭
和
五
十
五
年
約
六
十
三
万
円
、
昭
和
五

十
六
年
約
七
十
六
万
円
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
後
者
を
下
回
り
、
月
間
労
働
時
間
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
六
年

で
二
十
時
間
前
者
が
後
者
を
上
回
つ
て
い
る
。 

趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

な
お
、
改
善
基
準
は
、
関
係
者
の
自
主
的
改
善
を
促
す
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。 

政
府
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
の
安
全
輸
送
の
確
立
を
図
る
た
め
、
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
所
要
の
安
全

規
制
を
行
う
と
と
も
に
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
の
改
善
を
図
る
た
め
、
改
善
基
準 

四 

 



(三 ) 

昭
和
四
十
四
年
に
行
わ
れ
た
タ
ク
シ
ー
事
業
の
体
質
改
善
の
た
め
の
物
価
対
策
閣
僚
協
議
会
、
交
通
関
係

閣
僚
協
議
会
の
決
定
に
基
づ
く
措
置
は
、
当
時
の
大
都
市
に
お
け
る
乗
車
拒
否
を
始
め
と
す
る
タ
ク
シ
ー 

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
つ
て
い
た
特
殊
な
背
景
の
下
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(二 ) 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
を
図

る
た
め
、
か
ね
て
か
ら
タ
ク
シ
ー
事
業
を
監
督
指
導
の
重
点
業
種
と
し
て
取
り
上
げ
、
労
働
基
準
関
係
法
令

は
も
と
よ
り
、
改
善
基
準
の
遵
守
徹
底
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
違
反
が
認
め
ら
れ
た
事
業

者
に
対
し
て
は
、
厳
正
な
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

を
定
め
、
そ
の
遵
守
徹
底
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政
府
に
お
い
て
は
、
こ
の
決
定
の
趣
旨
と
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
体
質
改
善
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
努
力

し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
い
て
事
業
者
が
十
分
理
解
し
て
対
処
す

る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



 

六 

右
答
弁
す
る
。 




